
15【中古での利用が可能と思われる洗濯機】 【フタ部分が破損している洗濯機】

２．中古家電４品目の輸出実態に関する調査結果⑥（電気洗濯機）

梱包及び積載方法
○個々の筐体は梱包されていない。コンテナ内に縦と横にして隙間を埋めるようびっしりと積載。

破損の程度
○洗濯機本来の機能が失われるほどの破損はないが、一部フタ部分のひび割れ、破損等がある。

バーゼル物の該当性
○一般に電気洗濯機は有害性が低いため、バーゼル条約の規制対象物とならない場合が多い。
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実施時期
2007年3月29日～3月30日

調査対象

調査会社の一般モニター 1,000人（性別、居住地域、年齢層に極端な偏りがないよう配慮）

調査手法
インターネットによるウェブアンケート

調査内容

○過去1年間（平成18年4月～現在）の間に、家電リサイクル法の対象4品目（エアコン、ブラウン
管テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機）のいずれかを手放した経験を持つ1,000人を
対象とした（有効回答1,000件）。

○複数の家電製品を手放した経験がある場合は、1番最近に手放した家電製品について聞いている。

○本アンケートで対象となった件数は以下のとおりである。

1,000件

270件

155件

432件

143件

本アンケートにおいて

回答対象となった件数

洗濯機

合 計

冷蔵庫・冷凍庫

テレビ

エアコン

品 目

３．排出者の意識調査について

調査概要
消費者の家電を手放す際の意識等について、ウェブアンケートによる調査を行った。
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◆ 家電を手放した理由の集計結果（品目ごと）

○家電を手放した理由として壊れて使えなくなったことが最も多かった。
○約半数がまだ使える状態で手放した可能性がある。

３．排出者の意識調査結果① 手放した理由（品目ごと）

①　エアコン　(回答数143)

②　テレビ　(回答数432)

③　冷蔵庫・冷凍庫　(回答数155)

④　洗濯機　(回答数270)

※有効回答数1,000

※各項目の百分率は、小数第一位を四捨五入して整数値としているため、合計値が100%とならないことがある

432

143 155

270

手放した理由

有効回答数　1,000

48%
18%

1%
10% 19%

4%

52%
27%

14% 1% 0% 6%

54% 32%

4% 1% 0% 8%

49% 31%

12% 3% 0% 4%

壊
れ
た

新
製
品
欲
し
い

引
越
で
不
要

と
な
っ
た

粗
大
ご
み
整
理

地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
対
応

そ
の
他

②
　
テ
レ
ビ

手放した家電の品目

①
　
エ
ア
コ
ン

③
　
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫

④
　
洗
濯
機
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◆ 引渡し先についての集計結果

○家電の引渡し先としては、家電販売店が63％と最も多く、次いで家電回収業者、
自治体の順であった。

３．排出者の意識調査結果② 引渡し先

不法投棄
0.4%

中古店･リサイ
クルショップ

3%

友人・知人な
ど
6%

自治体
6%

家電回収業者
18%

家電販売店
63%

その他
3%

ネットオーク
ション
1%
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◆ 家電の引渡し先の集計結果（品目ごと）

○テレビは他品目に比べ家電販売店への引渡しが少なく、家電回収業者への
引渡しの割合が多い。

３．排出者の意識調査結果③ 引渡し先（品目ごと）

①　エアコン　(回答数143)

②　テレビ　(回答数432)

③　冷蔵庫・冷凍庫　(回答数155)

④　洗濯機　(回答数270)

※有効回答数1,000

※各項目の百分率は、小数第一位を四捨五入して整数値としているため、合計値が100%とならないことがある

432

143 155

270

家
電
販
売
店

家
電
回
収
業
者

自
治
体

知
人
に
譲
渡
等

リ
サ
イ
ク
ル

シ
ョ
ッ
プ

ネ
ッ
ト
オ
ー
ク

シ
ョ
ン

不
法
投
棄

引渡し先

有効回答数　1,000

②
　
テ
レ
ビ

手放した家電の品目

①
　
エ
ア
コ
ン

③
　
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫

④
　
洗
濯
機

50% 29%
9% 7% 3% 1% 1% 1%

73%

11% 4% 3% 1% 1% 0% 6%

77%

6% 3% 5% 3% 2% 0% 3%

70%

9% 6% 7% 5% 0% 0% 3%

そ
の
他
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◆ 引渡し先を選んだ理由についての集計結果

○家電の引渡し先を選んだ理由としては利便性、きちんとしたリサイクル、
安く処分の順で割合が多い。

３．排出者の意識調査結果④ 引渡し先を選んだ理由

9.9

31.9

12.1

47.9

5.8

20.1

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50%

まだ中古として使えそうだったから

きちんとリサイクル（資源として回収）
されそうだったから

処分の仕方がよくわからなかったから

便利だったから

リサイクル料金が高かったから

できる限り安く処分したかったから

その他
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○家電販売店では利便性ときちんとしたリサイクル、家電回収業者ではで
きるだけ安い処分と利便性、自治体ではきちんとしたリサイクルを引渡し
先を選んだ理由にあげる割合が比較的高い。

◆ 引渡し先を選んだ理由の集計結果（引渡し先ごと）

３．排出者の意識調査結果⑤ 引渡し先を選んだ理由（引渡し先ごと）

(複数回答可)

①家電販売店　(回答者数627) ④知人に譲渡等　(回答者数63)

②家電回収業者　(回答者数177)⑤リサイクルショップ　
(回答者数32)

③自治体　(回答者数63)

※有効回答数1,324。引き渡し先の回答数が少ないものは割愛した

※選んだ理由については複数回答可としているため、合計値が100%を越えることがある。

1%

39%

14%

57%

3% 15% 4%

15%18%
7%

41%

15%

46%

2%

0%

54%

21% 22%
3%

16% 3%

50%

16%
3%

22%
13%

28%
3%

71%

2% 6% 10% 10% 8% 14%

リ
ユ
ー
ス
で
き
そ
う

適
正
処
理
（
資
源

回
収
）
さ
れ
る

処
分
方
法
が

よ
く
分
か
ら
な
い

便
利

リ
サ
イ
ク
ル

料
金
高
い

安
く
処
分

そ
の
他

627

177

63 63
32

8 4
26

②
　
家
電
回
収
業
者 ③

　
自
治
体

⑦
　
不
法
投
棄

⑤
　
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ

⑥
　
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

④
　
知
人
に
譲
渡
等

⑧
　
そ
の
他

引渡し先

有効回答数　1,000

選んだ理由

リ
ユ
ー
ス
で
き
そ
う

適
正
処
理

（
資
源

回
収

）
さ
れ
る

処
分
方
法
が

よ
く
分
か
ら
な
い

便
利

リ
サ
イ
ク
ル

料
金
高
い

安
く
処
分

そ
の
他

①
　
家
電
販
売
店
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（*2）家電リサイクル券を貼って製造業者へ引き渡すことに金銭的なメリットは少な
いと考えられるため、小売店から廃家電の運搬委託を受けたものと想定した。

国内向け

103万台

海外向け

594万台（*4）

家庭又は事
業所からの
排出

2,287万台

地方公共団体
による引取

26万台（*3）

製造業者等
による再商
品化

1,162万台
（*3）

地方公共団
体による一
般廃棄物と
しての処理

7万台(*3)

リユース向
け販売

697万台

廃棄物処分
業の許可を
持つ中古品
の取扱業者
及び資源回
収業者によ
る資源回収

167万台
（*5）

小売業者による引取

1,720万台

中古品の取
扱業者等
（古物商、
廃棄物処分
許可業者、
資源回収業
者を含む）
による引取

454万台

19万台

7万台

10万台

186万台

71万台

1,720万台

1,055万台

303万台

124万台

394万台

16万台

このうち
リース・
レンタル
業者から
の排出
62万台

（このうちリース・レンタル業者 2万台）

このうち
リース・レンタル業者 60万台

回収業者
223万台

このうち引越業者 7万台、
リース・レンタル業者 2万台

このうち引越業者 3万台、
リース・レンタル業者 57万台 国内向け

150万台分

44万台

18万台62万台
引越業者
62万台

資源回収業
者による
資源回収

254万台

海外向け

17万台分

国内向け

94万台分

海外向け

160万台分

43万台

このうち引越業者 35万台、
リース・レンタル業者 2万台

238万台

不法投棄
16万台（*3）

（*1）

（*2）

（*3）

（*3）

（*1）小売業者へのアンケート結
果を基に推計すると、約1,424
万台となり約369万台の乖離
がある。

（*4）日本貿易統計
によると家電４品
目の輸出は約
337万台であり、
約257万台の乖
離がある。

（*3）既存の統計デー
タをそのまま利用。

（*5）産業廃棄物とし
ての処理約10万台
（環境省「第５回合
同会合資料２－
２」）を含む。

（参考） ①フローの全体推計（４品目合計）

※ 第５回合同会合資料２－１より抜粋



23

家庭又は事
業所からの
排出

494万台

製造業者等
による再商
品化

199万台
（*3）

地方公共団
体による一
般廃棄物と
しての処理

1万台(*3)

リユース向
け販売

153万台

小売業者による引取

424万台

2万台

1万台

1万台

11万台

7万台

424万台

187万台

115万台

42万台

38万台

11台このうち
リース・
レンタル
業者から
の排出
2万台

（このうちリース・レンタル業者 0万台）

このうち
リース・レンタル業者 2万台

回収業者
34万台 このうち引越業者 10万台、

リース・レンタル業者 1万台

このうち引越業者 1万台、
リース・レンタル業者 1万台

国内向け

8万台

12万台

4万台16万台
引越業者
16万台

廃棄物処分
業の許可を
持つ中古品
の取扱業者
及び資源回
収業者によ
る資源回収

53万台(*5)

国内向け

39万台分

資源回収業
者による
資源回収

88万台

海外向け

14万台分

国内向け

71万台分

海外向け

17万台分

8万台

このうち引越業者 2万台、
リース・レンタル業者 0万台

80万台

中古品の取
扱業者等
（古物商、
廃棄物処分
許可業者、
資源回収業
者を含む）
による引取

57万台

地方公共団体
による引取

2万台（*3）

（*1）

（*3）

（*3）

（*1）小売業者へのアンケート結
果を基に推計すると、約326万
台となり約139万台の乖離が
ある。

（*4）日本貿易統計
によるとエアコン
の輸出は約102
万台であり、約43
万台の乖離があ
る。

海外向け

146万台（*4）

不法投棄
1万台（*3）

（*2）家電リサイクル券を貼って製造業者へ引き渡すことに金銭的なメリットは少な
いと考えられるため、小売店から廃家電の運搬委託を受けたものと想定した。

（*3）既存の統計デー
タをそのまま利用。

（*2）

（*5）産業廃棄物とし
ての処理約3万台
（環境省「第５回合
同会合資料２－
２」）を含む。

（参考） ①フローの全体推計（エアコン）
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家庭又は事
業所からの
排出

899万台

製造業者等
による再商
品化

386万台
（*3）

地方公共団
体による一
般廃棄物と
しての処理

4万台(*3)

リユース向
け販売

315万台

小売業者による引取

589万台

9万台

4万台

5万台

95万台

44万台

589万台

329万台

77万台

50万台

238万台

9万台このうち
リース・
レンタル
業者から
の排出
20万台

（このうちリース・レンタル業者 2万台）

このうち
リース・レンタル業者 18万台

回収業者
144万台 このうち引越業者 8万台、

リース・レンタル業者 0万台

このうち引越業者 1万台、
リース・レンタル業者 17万台

国内向け

31万台

10万台

4万台15万台
引越業者
15万台

廃棄物処分
業の許可を
持つ中古品
の取扱業者
及び資源回
収業者によ
る資源回収

59万台(*5)

国内向け

58万台分

資源回収業
者による
資源回収

136万台

海外向け

1万台分

国内向け

0万台分

海外向け

136万台分

3万台

このうち引越業者 2万台、
リース・レンタル業者 1万台

134万台

中古品の取
扱業者等
（古物商、
廃棄物処分
許可業者、
資源回収業
者を含む）
による引取

250万台

地方公共団体
による引取

13万台（*3）

（*1）

（*3）

（*3）

（*1）小売業者へのアンケート結
果を基に推計すると、約481万
台となり約152万台の乖離が
ある。

（*4）日本貿易統計
によるとブラウン
管テレビの輸出
は約216万台であ
り、約68万台の
乖離がある。

海外向け

284万台（*4）

不法投棄
8万台（*3）

（*2）家電リサイクル券を貼って製造業者へ引き渡すことに金銭的なメリットは少な
いと考えられるため、小売店から廃家電の運搬委託を受けたものと想定した。

（*3）既存の統計デー
タをそのまま利用。

（*2）

（*5）産業廃棄物とし
ての処理約3万台
（環境省「第５回合
同会合資料２－
２」）を含む。

（参考） ①フローの全体推計（ブラウン管テレビ）
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家庭又は事
業所からの
排出

434万台

製造業者等
による再商
品化

282万台
（*3）

地方公共団
体による一
般廃棄物と
しての処理

2万台(*3)

リユース向
け販売

115万台

小売業者による引取

346万台

4万台

2万台

2万台

38万台

12万台

346万台

263万台

57万台

16万台

58万台

7万台このうち
リース・
レンタル
業者から
の排出
21万台

（このうちリース・レンタル業者 0万台）

このうち
リース・レンタル業者 21万台

回収業者
23万台 このうち引越業者 5万台、

リース・レンタル業者 0万台

このうち引越業者 0万台、
リース・レンタル業者 20万台

国内向け

32万台

7万台

3万台10万台
引越業者
10万台

廃棄物処分
業の許可を
持つ中古品
の取扱業者
及び資源回
収業者によ
る資源回収

23万台(*5)

国内向け

22万台分

資源回収業
者による
資源回収

13万台

海外向け

1万台分

国内向け

10万台分

海外向け

3万台分

3万台

このうち引越業者 1万台、
リース・レンタル業者 1万台

10万台

中古品の取
扱業者等
（古物商、
廃棄物処分
許可業者、
資源回収業
者を含む）
による引取

68万台

地方公共団体
による引取

6万台（*3）

（*1）

（*3）

（*3）

（*1）小売業者へのアンケート結
果を基に推計すると、約300万
台となり約37万台の乖離があ
る。

（*4）日本貿易統計
によると冷蔵庫・
冷凍庫の輸出は
約9万台であり、
約74万台の乖離
がある。

海外向け

82万台（*4）

不法投棄
4万台（*3）

（*2）家電リサイクル券を貼って製造業者へ引き渡すことに金銭的なメリットは少な
いと考えられるため、小売店から廃家電の運搬委託を受けたものと想定した。

（*3）既存の統計デー
タをそのまま利用。

（*2）

（*5）産業廃棄物とし
ての処理約3万台
（環境省「第５回合
同会合資料２－
２」）を含む。

（参考） ①フローの全体推計（冷蔵庫・冷凍庫）
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家庭又は事
業所からの
排出

460万台

製造業者等
による再商
品化

295万台
（*3）

地方公共団
体による一
般廃棄物と
しての処理

1万台(*3)

リユース向
け販売

114万台

小売業者による引取

361万台

4万台

1万台

2万台

42万台

9万台

361万台

277万台

54万台

16万台

60万台

17万台このうち
リース・
レンタル
業者から
の排出
20万台

（このうちリース・レンタル業者 0万台）

このうち
リース・レンタル業者 20万台

回収業者
23万台 このうち引越業者 12万台、

リース・レンタル業者 0万台

このうち引越業者 1万台、
リース・レンタル業者 19万台

国内向け

33万台

15万台

6万台21万台
引越業者
21万台

廃棄物処分
業の許可を
持つ中古品
の取扱業者
及び資源回
収業者によ
る資源回収

33万台(*5)

国内向け

32万台分

資源回収業
者による
資源回収

17万台

海外向け

1万台分

国内向け

13万台分

海外向け

4万台分

3万台

このうち引越業者 2万台、
リース・レンタル業者 0万台

14万台

中古品の取
扱業者等
（古物商、
廃棄物処分
許可業者、
資源回収業
者を含む）
による引取

79万台

地方公共団体
による引取

5万台（*3）

（*1）

（*3）

（*3）

（*1）小売業者へのアンケート結
果を基に推計すると、約318万
台となり約41万台の乖離があ
る。

（*4）日本貿易統計
によると洗濯機
の輸出は約11万
台であり、約71万
台の乖離がある。

海外向け

81万台（*4）

不法投棄
3万台（*3）

（*2）家電リサイクル券を貼って製造業者へ引き渡すことに金銭的なメリットは少な
いと考えられるため、小売店から廃家電の運搬委託を受けたものと想定した。

（*3）既存の統計デー
タをそのまま利用。

（*2）

（*5）産業廃棄物とし
ての処理約2万台
（環境省「第５回合
同会合資料２－
２」）を含む。

（参考） ①フローの全体推計（洗濯機）
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（参考） ②輸出規制の概要

（１）バーゼル法の規制
バーゼル法の規制対象物（特定有害廃棄物等）は、相手国で処分作業（※）が行われ

る物であって有害特性を有するものであり、再生資源として利用される使用済みブラウ
ン管、プリント基板等がある。特定有害廃棄物等を輸出する際には、相手国の書面によ
る同意及び環境省の確認並びにそれらを受けた経済産業大臣による輸出の承認等を得る
必要がある。

（※）再生資源として利用される場合は処分作業に含まれるが、リユースされる場合は処
分作業に含まれず規制対象とならない。

（２）廃棄物処理法の規制
廃棄物処理法の規制対象物（廃棄物）を輸出する際には、環境大臣による輸出の確認

を受ける必要がある。

図 バーゼル法と廃掃法の規制対象物

※ 第５回合同会合資料２－４より抜粋


